
光が丘地区学校跡施設

（青葉小学校）

利活用基本構想



 

１．光が丘地区の現状と課題                          

（１）光が丘地区の特性                             

光が丘地区は、本市が内陸工業都市として発展を始めた昭和４０年代から急

速に市街化が進み、住宅中心の街並みが形成されてきました。 

また、県道相武台相模原沿いでは、沿道サービス型の土地利用が進んでいま

す。 

人口の増加とともに、住民相互の交流も進み、地区自治会連合会、地区社会

福祉協議会、地区民生委員児童委員協議会、公民館等の地域団体が協働して活

発な活動が展開されており、毎年８月に地域が一丸となって、地区におけるふ

るさと創りの最大のイベントである「太陽の光・青い空・緑の並木のふるさと

まつり」が盛大に開催されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜光が丘地区＞ 

出典：都市計画マスタープラン 
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（２）人口                                   

光が丘地区の人口は、２０２０年（令和２年）時点では、２６，６７９人で

すが、４０年後の２０６０年（令和４２年）には、約３３％減少の１７，９１

１人になると予測されています。 

人口を年齢区分別に見ると、年少人口、生産年齢人口、高齢者人口の全ての

区分で減少し、特に年少人口は今後一貫して減少するなど少子化が進行してい

ます。高齢化率は、既に３１％を超えており、２０４３年にピークを迎え、約

４０％で推移する見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）公共施設                                

ア 施設の配置状況 

光が丘地区は、小学校、中学校、公民館、こどもセンターなどの地域施設が

点在するほか、陽光園や陽光台保育園などの広域施設が立地しています。 

 

イ 老朽化の状況 

市が保有する地区内の公共施設は、現在約６７％が築４０年を超えており、老

朽化が進行しています。 

特に、昭和４０年代から５０年代にかけて住宅開発が進み、人口の増加と併せ

て、保育園、学校、公民館などの公共施設を整備してきました。 

療育センター陽光園や陽光台保育園など、子どもに関する公共施設の多くが

築４０年以上を経過しており、建て替えなどを検討する時期を迎えています。 

 

 

 

 

 

 

＜年齢３区分別人口及び高齢化率の推移（2015 年～2065 年）＞ 

出典：2015 年国勢調査に基づく相模原市の将来人口推計 
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ウ 光が丘地区の公共施設配置図（対象範囲）  
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エ 学校再編の状況 

光が丘周辺地域の小学校は、近年の少子化の進行に伴う児童数の減少により、

１学年に１学級しかない学年が発生し、クラス替えができない過小規模校にな

ることが予想されています。 

このため、光が丘周辺地域の小・中学校の学習環境のあり方について、市教育

委員会令和３年８月定例会において、「学校再編による学習環境の整備期間を考

慮し、令和７年４月を目途に、青葉小学校を閉校し、光が丘小学校、陽光台小学

校、並木小学校に再編する」という対応方針を決定しました。 

今後、市教育委員会において、再編に当たって生じる通学区域の変更や児童生

徒が環境の変化に適応するための取組等の諸課題について対応をしていきます。 

また、閉校することになる青葉小学校の学校施設（建物・土地）の既存ストッ

クについて、利活用などの検討をしていく必要があります。 

 

 

  ＜光が丘地区築年別保有状況と施設別保有状況＞ 
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オ 既存ストックの概要  

今後、閉校することとなる青葉小学校は、良好な住宅地に囲まれて立地してお

り、周辺環境に馴染んだ２階建ての低層建築物となっています。 

施設名称 学校施設（青葉小学校） 

所在地 相模原市中央区並木 4-8-4 

交 通 （バス停）千代田、上溝保育園前 

敷地面積 １６，６８０㎡ 

土地保有状況 市保有 

用途地域 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 

※用途制限は、第二種住居専用地域と跨っていますが、敷地の過

半を占める第一種低層住居専用地域の基準が適用されます。 

建物の構成 

建築年度 昭和５２年～５３年 

延床面積 ５，７１８㎡ 

階数 地上２階建て 

構造／耐震化 ＲＣ造／不要 

災害機能 避難場所（地震）、避難所 

   公共施設カルテから作成   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（青葉小学校の配置図） 

第二種低層住居専用地域 

第一種低層住居専用地域 

第一種中高層住居専用地域 

青葉小学校 

光が丘公民館 
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２.光が丘地区の公共施設再編に向けた取組について                

（１）取組の方向性                               

既存ストックを有効活用し、子どもに関する施設を中心とした公共施設の再

編を行うことで、将来にわたり持続可能な地域づくりの実現を目指します。 

 

【取組の方向性】 

・既存ストックは、「避難所としても使える、子どもや地域の活動の場」を基

本とした利活用を検討します。 

・既存ストックの活用を想定した公共施設の再編・再整備を地域とともに検討

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の位置付け 

本事業は、以下の計画に位置付けられているほか、アクションプログラムの

リーディングプロジェクトに位置付け、取組を推進していきます。 

計画名 位置付け 

相模原市総合計画 

（令和２年３月） 

区別基本計画（中央区基本計画） 

取組目標Ⅵ「わたしも、あなたも、誰もが輝いている」 

取組の方向Ⅵ－２ 公共施設を最適な状態で維持管理していくための検討 

 社会の変化などにより、機能や配置の見直しを検討すべき公共施設につ

いては、より質の高いサービスを提供していくための方策を検討するとと

もに、その課題の解決を図ります。 

相模原市公共施設マ

ネジメント推進プラ

ン 

（平成２９年３月） 

Ⅵ 施設配置の方向性（２２地区） 12光が丘地区 ２施設配置の方向性 

地区内の公共施設の多くが老朽化していく中においては、施設の複合化

や多機能化、集約化を図りながら地域の交流拠点を形成し、地域にとって

必要な公共サービスの提供を目指します。 

相模原市一般公共建

築物長寿命化計画 

（令和２年３月） 

実施予定一覧表（イ）再編・再整備について 市療育センター整備事業 

「相模原市立療育センター再整備基本計画」に基づき本市の療育体制の充

実を図るとともに、これに必要な機能を備えた施設として療育センター施

設の再整備を行います。なお、再整備にあたっては、親和性の高い施設や

陽光台保育園など、周辺施設との複合化を検討します。 

相模原市行財政構造

改革プラン 

（令和３年４月） 

療育センター再整備事業 【方向性：維持／手法：複合化】 

療育センター機能を中心に、連携により効果が見込まれる施設を集約・複

合化するとともに、民間活力やストック資産の有効活用（売却・貸付け

等）などにより、改修・更新費用を確保し、再編・再整備による施設のリ

ニューアルや機能向上を図ります。 

検討対象施設：療育センター陽光園、陽光台保育園ほか 

 

［市の方針］ 

〇「療育センター陽光園」「陽光台保育園」

で利活用します。 

〇再編後に発生する「未利用資産」（現療

育センター陽光園の土地など）は、市

の財政状況も踏まえた売却、貸付など

による財源確保を検討します。 

［地域とともに考えていくこと］ 
〇地域課題や周辺公共施設の状

況を踏まえ、「地域にとって必

要なサービス・機能」での利活

用を検討します。 

一
体
的
な
活
用 
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（３）事業全体のスケジュール                          

令和３年度の市民対話ワークショップなどの成果を踏まえ、実現に向けた取

組を進めます。 

学校の再編の進捗状況を踏まえながら、令和７年４月から実施設計などを行

い、施設の利活用がスムーズに行えるように事業を実施します。 

３．市民対話ワークショップ等における再編に向けたビジョンの共有        

（１）ワークショップの目的・概要                        

地域の皆さまとともに、今後策定を予定している学校跡施設の利活用の構想

につながる、再編コンセプト、具体的な活用方策、アイデアなどを検討し、今

後の施設の再編に向けた構想や計画につなげていくため、「光が丘地区の公共

施設再編に向けた市民対話ワークショップ」を開催しました。 

 

ア ワークショップの参加者・運営体制 

ワークショップには、地域団体や関連団体からの推薦のほか、施設利用者、一 

般公募など、様々な立場や世代の方に参加してもらいました。 
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イ ワークショップの内容 

全４回を開催し、参加者をＡからＣまでの３グループに分け、グループワー

クを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ワークショップの成果                           

全４回のワークショップを通じ、グループごとに、再編コンセプト、利用イ

メージなどのアイデアや、実現のために必要な取組などをまとめました。 

 

（参考：各グループの成果まとめ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ワークショップ終了時、図面に反映できなかった部分を、本成果の図で補足しています。 
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（３）ワークショップから見えてきたこと                     

光が丘地区の公共施設再編に向け、ワークショップから得られたアイデアや

意見、実現のために必要な取組を整理しました。 

  

 地区の魅力・課題など 

キーワード 意見 

地域の魅力 ・光が丘地区では、子どもたちが中心となって企画運営する「子ども未

来ワールド」や、地区全体で盛り上がる「ふるさとまつり」などのお

祭りが多く、活発に行われている 

・子ども達を地域で育てるためのバックアップが整っている 

・各世代が活躍しており、それぞれを尊重しながら、地域間や世代間の

つながりが心地よい魅力がある など 

地域の課題 

 

 

・公園などの公共施設の規制が厳しく、ボール遊びができないなど、子

ども達が自由に遊べる場所が少ないという課題がある 

・狭い道路が多くて危険な場所がある一方、通学路の見守りをしてくれ

る人が年々減ってきている 

・地域の人がのんびり集える場所が少ない など 

青葉小学校

の特色 

・正面玄関の入口に、青葉小学校のシンボルの「くすの木」がある 

・テラス付きのランチルームや、ビオトープなどの特色のある屋外空間

や、古道具などが保管されている資料室などがある  など 

 

 再編に向けたアイデア・意見 

キーワード 再編に向けたアイデア・意見 

機能性 ・隣接する光が丘公民館との一体的な取組（複合化など）を行う 

・陽光園と保育園の施設の連携を図る 

・校舎⇒子育て広場や学習支援ができる場を作る 

・校舎⇒楽器が使用できる練習室の場（完全防音室など）を作る 

・体育館⇒雨の日に子どもが使えたり、休日にイベントなどができるよ

うな多機能スペースにする 

・校庭⇒キャンプや運動ができるような公園のような場所にする 

・校庭⇒ボール遊びやイベントができるように、防球・防音・ナイター

機能を有した場所にする 

・プール⇒市民開放し、体育館を一体化して屋内プールとする 

利用しやす

さ・やさし

さ 

・スマホやSNSで諸室利用の予約ができるシステムにする 

・バリアフリーの建物にする 

・屋上に太陽光パネルを設置し、環境に配慮した建物にする 

・間仕切りを撤去して大ルーム、会議室を作る 

・予約なしで個人でも自由に使えて集える場を作る 

・洋式・多目的トイレを増やすとともに、部屋との温度差をなくすな

ど、障害児が行きたくなるトイレを作る 
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・健常児と障害児とが交流できる遊び場を作る 

 （例：背もたれのあるブランコ、親子で滑れる滑り台の設置など） 

防災・災害 ・災害時でも使える簡易トイレや、かまどベンチの設置 

・防災倉庫の増設、コンテナ倉庫、校庭に災害時用電源場の設置（イベ

ント時にも活用） 

地域や学校

の歴史 

・シンボルツリーの「くすの木」を残す 

・学校の雰囲気を残した教室に、古道具などの資料を展示する場を作る 

・図書館に置いてあった卒業生の記念品を残す 

・青葉小のキャラクターくすのっきーを何らかの形で継承する 

交流・賑わ

い 

・くすの木に飾り付けを行い、シーズンごとにイベントを開催する 

・地域の人が利用するカフェやテラスを設け、休日はキッチンカーを呼

びこむ 

・図書室を子どもから大人が交流できる場所にする 

・子ども食堂をつくり、地域の人と交流ができる場にする 

・陽光園のイベント（ムーブメント）が、大々的にできる場を作る 

・校庭で、桜の下でのお花見、夏キャンプなどのイベントを行う 

 

 

 

キーワード 実現のためのアイデア・意見 

自分たちに

できること 

・手作り出来るものは自分たちで造る 

・校庭の掃除や子どもの見守りを地域が行う 

・パン作りや実験・プログラミング教室などの事業を市民で運営する 

お金をどう

するか 

・最初は行政(公的補助金)、その後クラウドファンディングで資金を募

集し、民間企業の協賛金を募るなど、段階的に検討する 

・子ども、学生、社会人などの利用者の特性に応じた、料金設定を行う 

・小さな催し物で入場料をいただき、運営資金に充てる 

・地域でカフェをやりたい人に委託し、賃料を払ってもらう 

・個人や地域運営委員会が、図書館で本の販売や講演会を行う 

・既存建物の設備などを活かした諸室配置を行い、建設費を節約する 

運営をどう

するか 

・施設管理や補修は市で行い、今後の運営管理は、地域が行う 

・民間事業者(パン屋など)に運営をしてもらう 

・事務所に受付窓口を設けて、駐在する地域ボランティアを募る 

・学習支援は、社会福祉協議会や地域の中高生、大学生が運営する 

・子どもまちづくり会議の中学生に、諸室などの運営を任せる 

・運営の仕方を地域の各団体とよく相談をする 

 ※全４回市民対話ワークショップを基に整理 
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（４）オープンハウスによる意見募集                       

この取組を広く地域住民の方に知っていただくとともに、学校跡施設の利活

用に関する意見やアイデアなどを募集するため、近隣施設の一角においてパネ

ル等を用いたオープンハウス型説明会の開催や、ＷＥＢアンケートを実施しま

した。 

実施日時 場所 参加者数 

令和４年４月 ９日（土） 
午前１０時 

～午後４時 

ユーコープ ミアクチーナ

並木あおば店 

２２０名 令和４年４月１０日（日） 光が丘公民館 

令和４年４月 ９日（土）から 

令和４年４月１５日（金）まで 
市ホームページ 

   ※参考：参加者数のうち、光が丘地区の公共施設を利用したことがあると回答した方は約 86％ 

 

  ア 光が丘地区の魅力や課題 

    アンケートの結果から、光が丘地区の魅力は「ふるさとまつりなど、地域の

イベントが多い」「イチョウ並木などの景観がきれい」と感じている人が多いこ

とが分かりました。 

     また、課題としては、「人口が減っている。子どもや若い人が少ない」「歩道

がない道が多く、歩行者にとって危ない」と感じている人が多いことが分かり

ました。 
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①ふるさとまつりなど、地域のイベントが多い

②子育てがしやすい
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①人口が減っている。子どもや若い人が少ない

②公園や子どもの遊び場が少ない

③公園でのルールが厳しく自由に遊べない

④公共施設が古く、使いづらい

⑤地域の人が集える場所が少ない

⑥歩道がない道が多く、歩行者にとって危ない

⑦その他

（件）
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  イ 学校跡施設（青葉小学校）の利活用を考える上でのポイント 

     アンケート結果から、重要だと思う視点としては、「災害に強い」「多世代

交流」「みんなにやさしい」などを求める意見が多いことが分かりました。 

     また、必要だと思うサービス・機能としては、「子どもが気軽に遊べ、学べ

る場所」「災害時に避難できる場所や設備等の確保」「様々な市民活動に利用

できる貸室・ホール」などを求める意見が多いことが分かりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  116

35

18

108

45

66

64

38

49

38

31

59

15

0 20 40 60 80 100 120 140

①子どもが気軽に遊べ、学べる場所

②くすの木やビオトープ等の自然を活かしたい憩いの場所

③学校の思い出が感じられる教室

④災害時に避難できる場所や設備等の確保

⑤皆が集えるカフェやパン屋などの施設

⑥様々な市民活動に利用できる貸室・ホール

⑦施設利用者の誰もが利用できる交流スペース

⑧多様性に配慮したトイレや設備

⑨障害の有無にかかわらず利用できる遊具・設備

⑩校庭など、オープンスペースでのイベント

⑪太陽光発電の利用等による省エネルギー化

⑫公民館との一体化利用（施設の複合化など）

⑬上記の選択肢以外

（件）

63

92

44

66

92

52

32

26

41

34

28

47

16

0 20 40 60 80 100

①子どもが主役

②多世代交流

③まちの賑わい・活性化

④みんなにやさしい（バリアフリーなど）

⑤災害に強い

⑥自然・環境にやさしい

⑦光が丘らしさ（イベント・地域のつながり等）

⑧多様性

⑨時代の変化に柔軟に対応できる

⑩お金をかけない

⑪民間事業者との連携

⑫今ある施設の有効活用

⑬上記の選択肢以外

（件）
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４．光が丘地区学校跡施設（青葉小学校）利活用基本構想             

市民対話ワークショップの成果等を踏まえ、本事業の実現に向けた基本構想とし

て、基本理念と方針などをまとめました。 

 

 

  
 

（１）基本理念                                 

光が丘地区は、昭和４０年代から昭和５０年代の人口急増期に宅地化が進

み、住宅中心の街並みが形成され、住民相互の交流も進み、お祭りなどの地域

イベントが多く、子ども達を地域で育てるための活動も盛んに行われる各世代

が輝いているまちです。 

新しく生まれ変わる施設は、学校のように子どもが主役となり、障害の有無

にかかわらず、誰もが安心して利用でき、災害時の拠り所ともなる、みんなが

集う光が丘地区の拠点として、次のとおり基本理念を設定します。 

 

 

 

 

 

  

＜基本理念・方針等の検討の流れ＞ 
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（２）方針（視点）                             

基本理念に基づいて再編・再整備する公共施設の具体化に必要な要素につい

て、市民対話ワークショップ等における意見や公共施設マネジメントの視点を

踏まえた５つの方針（視点）として掲げます。 

 

方針１ 地域とともに子どもを育む拠点として活用します 

施設の老朽化により再整備が必要である療育センター陽光園及び陽光台保育

園のリニューアルを行うとともに、地域とともに子どもが安心して楽しく学び、

遊べる場所を確保することで、子どもを育む拠点となる施設を目指します。 

また、地域の活動を意識した周辺施設とのつながりを図ります。 

   

方針２ 災害時の拠点として活用します 

     現在、災害時の避難所等として指定されていることを踏まえ、引き続き、避

難する場としての機能を確保し、地域の安全・安心をみんなで創る施設を目指

します。 

 

方針３ 地域の魅力やゆるやかな繋がりを大切にします 

学校が担ってきた地域コミュニティの場としての役割を踏まえ、各世代が活

躍でき、地域間や世代間が緩やかに繋がることができる施設を目指します。 

また、地域・地元の企業・行政などの様々な主体との協働により、更なる地域

の魅力向上と持続可能な地域づくりに取り組みます。 

   

方針４ 青葉小学校のストックを大切にします 

貴重な資産として、校舎や体育館などの躯体構造を生かし、可能な限り改修

による利活用を行うことにより、財政負担の軽減を図るとともに、周辺の良好

な住環境に配慮した地域に馴染む施設を目指します。 

また、青葉小学校の特徴であるシンボルツリーの「くすの木」や、校庭など

の屋外空間を有効活用します。 

   

方針５ 時代に即したやさしい施設にリニューアルします 

施設のリニューアルに当たっては、施設を訪れる誰もが利用しやすいユニバ

ーサルデザインに対応するとともに、地球環境への負荷を軽減するための自然

エネルギーの導入や省エネルギー化など、時代の要請やニーズに合ったみんな

にやさしい施設を目指します。 
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（３）再編施設の規模及び機能                          

ア 再編施設の規模 

既存ストックとなる青葉小学校の校舎や体育館などの屋内スペースや、校庭、

プールなどの屋外スペースを利活用して、公共施設の再編・再整備を行います。 

 

既存ストックとなる諸室等 施設規模又は面積 

屋内 

校舎（Ａ棟、Ｂ棟、Ｃ棟） 約 2,650 ㎡、約 1,050 ㎡、約 750 ㎡ 

体育館（屋内運動場） 約 700 ㎡ 

給食室棟 約 250 ㎡ 

その他倉庫など - 

屋外 

校庭 約 5,250 ㎡ 

プール ‐ 

その他のスペース 駐車スペース、緑地帯など 

なかよし広場（道路向かい） 約 2,130 ㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（青葉小学校の概略図） 
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イ 再編施設の機能 

老朽化が顕著である療育センター陽光園、陽光台保育園に必要な機能や、地域

に必要な市民活動機能での利活用を図ります。 

また、災害時の避難する場としての機能を確保します。 

施設の機能 備 考 

療育センター陽光園の機能 「相模原市立療育センター再整備基本計画」に基

づき、必要な機能を検討します。 

陽光台保育園の機能 従来の保育園機能に加え、医療的ケア児等の受け

入れ機能の追加を検討します。 

防災機能 災害時の一時避難場所、避難所等としての機能を

検討します。 

市民活動機能 市民対話ワークショップの成果※を踏まえて、地

域に必要な機能や、隣接する光が丘公民館との一

体的な取組（繋がり・複合化など）を検討します。 

    

※市民対話ワークショップでの成果 

・ランチルームやテラスを生かしたみんなの集いの場の創出 

・シンボルツリーの「くすの木」を生かしたイベントの実施 

・災害時のため、簡易トイレやかまどベンチの設置や防災倉庫の増設 

・体育館や校庭を生かした子どもたちが遊べるスペースを確保  

・隣接する光が丘公民館との一体的な取組（繋がり・複合化など） など 

  

ウ 再編施設の諸室面積 

現療育センター陽光園及び現陽光台保育園の規模で想定した場合、諸室面積

は約３，５００㎡となり、既存ストックの約６５％を利用することになります。 

今後、施設機能の精査を行い、各機能の諸室面積を定めていきます。 

 

   エ 光が丘公民館について 

     公民館との一体的な取組を検討する中において、必要に応じて現在の公民館

の今後の改修の在り方や活用についても検討します。 
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（４）再編後に未利用となる資産の取扱い                     

再編後に発生する未利用資産は、公共施設の保全・利活用基本指針に則り、売却、

貸付などによる財源確保を図り、施設の改修費などの原資としても活用します。 

良好な住環境を形成する地域として、第一種低層住居専用地域が指定されてい

ます。そのため、地域課題などを踏まえ、新たな子育て世帯の流入促進を図るため

の住宅地の誘導（売却）を図るとともに、良好な住環境を保つための条件等も検討

します。 

  

想定される未利用資産 

未利用資産 敷地面積 

現療育センター陽光園 6,060 ㎡ 

現陽光台保育園 1,651 ㎡ 

   ※今後の検討により、対象となる未利用資産が変更となる場合があります。 

 

５．基本計画の検討に当たって                         

（１）必要な機能の精査 

今後、必要な機能を精査し、諸室に必要な規模などを定めます。 

 

（２）事業手法・事業費の精査 

最も効率的・効果的な手法による整備や運営を選択するため、サウンディン

グ調査などを実施しながら、民間活力の検討を行います。 

 

（３）管理・運営の手法 

施設サービスなどの内容を踏まえながら、施設の運営主体（地域・市・民

間）の検討を行います。 

  

（４）推進体制 

庁内調整会議などを活用して、庁内横断的な取組を行うとともに、「市民検

討組織」を設置し、基本計画の策定に向けた取組を進めていきます。 
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